
緊急事態宣言の解除を受けた主な対応
緊急事態宣言の

全国拡大
（４/16～5/6）

緊急事態宣言の
解除

（5/15～5/24）

緊急事態宣言の全国解除

（5/25～5/31） （６/1～）

県民の方へ
(県外往来)

できる限り避ける
（GW中は徹底）

極力、自粛 極力、自粛

解除
（一部首都圏（埼玉、千葉、
東京、神奈川）及び北海道
（以下「５都道県」とい
う。）及び感染流行地域へ
の往来は慎重に）

県民の方へ
（外出）

できる限り外出を自粛
（人との接触機会８割減
等）

①外出自粛は解除（以下の
場所は避けるよう注意喚
起）

・「三つの密」（密閉、密
集、密接）がある場

・クラスター発生施設（ラ
イブハウス、カラオケ
等）

②感染拡大を予防する「新
しい生活様式」を徹底

①外出自粛は解除（以下の
場所は避けるよう注意喚
起）

・「三つの密」（密閉、密
集、密接）がある場

・クラスター発生施設。た
だし、ガイドライン実践
施設を除く。

②感染拡大を予防する「新
しい生活様式」を徹底

同左

県外の方へ 極力、来県自粛 極力、来県自粛 極力、来県自粛
解除
（５都道県及び感染流行地
域の方は来県は慎重に）

令和２年５月26日
（下線部が主な改訂部分）

※５/７～5/14は省略



緊急事態宣言の解除を受けた主な対応
緊急事態宣言の

全国拡大
（４/16～5/6）

緊急事態宣言の
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緊急事態宣言の全国解除

（5/25～5/31） （６/1～）

県主催
イベン
ト

原則、中止・延期

「三つの密」を避けるな
どの対策を徹底の上、
状況に応じ、実施

・全国的かつ大規模イベ
ントは、リスクへの対
応が整わない場合は、
中止・延期

「三つの密」を避けるな
どの対策を徹底の上、
状況に応じ、実施

・全国的かつ大規模イベ
ントは、リスクへの対
応が整わない場合は、
中止・延期

別紙

公の施
設

原則、利用制限等
「三つの密」を避けるな
どの対策を徹底の上、状
況に応じ、開館等

「三つの密」を避けるな
どの対策を徹底の上、状
況に応じ、開館等

同左

休業要
請
・警戒
態勢

休業要請（～5/10まで延
長）
・遊興施設等（繁華街の
接待を伴う飲食店等）
・遊技施設（パチンコ店
等）

強い警戒態勢
・遊興施設等
・遊技施設

持続的な警戒態勢
・全ての事業者
（ガイドラインの実践）

同左

県立
学校

臨時休校

5/24まで臨時休校
（5/25の完全再開に向け
て、5/20より全学年、連
日の登校日設定、部活動
の一部再開可）

再開
（部活動一部制限）

同左
（部活動制限を緩和）

（別添）

令和２年５月26日
（下線部が主な改訂部分）

※５/７～5/14は省略


